
「別記３」 建物等区分表
（第４・８３・８４・８５・８６・
  ８７・８８・８９・９０・９１条）



表１ 建物区分

区 分 判 断 基 準

木 造 建 物 〔 Ⅰ 〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組
（在来）工法により建築されている専用住宅、共同住宅、店舗、
事務所、工場、倉庫等の建物で主要な構造部の形状・材種、間取
り等が一般的と判断される平家建又は２階建の建物

木 造 建 物 〔 Ⅱ 〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組
（在来）工法により建築されている劇場、映画館、公衆浴場、体
育館等で主要な構造部の形状・材種、間取り等が一般的でなく、
木造建物〔Ⅰ〕に含まれないと判断されるもの又は３階建の建物

木 造 建 物 〔 Ⅲ 〕 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、ツー
バイフォー工法又はプレハブ工法等軸組（在来）工法以外の工法
により建築された建物

木 造 特 殊 建 物 土台、柱、梁、小屋組等の主要な構造部に木材を使用し、軸組
（在来）工法により建築されている神社、仏閣、教会堂、茶室、
土蔵造等の建物で建築に特殊な技能を必要とするもの又は歴史的
価値を有する建物

非木造建物〔Ⅰ〕 柱、梁等の主要な構造部が木材以外の材料により建築されてい
る鉄骨造、鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、コン
クリートブロック造等の建物

非木造建物〔Ⅱ〕 石造、レンガ造及びプレハブ工法により建築されている鉄骨系
又はコンクリート系の建物

（注）建築設備及び建物附随工作物（テラス、ベランダ等建物と一体として施工され、建

物の効用に寄与しているもの）は、建物の調査に含めて行うものとし、この場合の「建

築設備」とは、建物と一体となって、建物の効用を全うするために設けられている、

又は、建物の構造と密接不可分な関係にあるおおむね次に掲げるものをいう。

(1) 電気設備（電灯設備、動力設備、受・変電設備（キュービクル式受変電設備を除

く。）、太陽光発電設備（建材型）等）

(2) 通信・情報設備（電話設備、電気時計・放送設備、インターホン設備、警備設備、

表示設備、テレビジョン共同受信設備等）

(3) ガス設備

(4) 給・排水、衛生設備

(5) 空調（冷暖房・換気）設備

(6) 消火設備（火災報知器、スプリンクラー等）

(7) 排煙設備

(8) 汚物処理設備

(9) 煙突

(10) 運搬設備（昇降機、エスカレーター等。ただし工場、倉庫等の搬送設備を除く｡)

(11) 避雷針

ただし、借家人等の建物所有者と異なる者の所有となっており、かつ、容易に取り外

しが行えるような場合は、この限りではない。
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表２ 工作物区分

区 分 判 断 基 準

機 械 設 備 原動機等により製品等の製造又は加工等を行うもの、又は製造等に直接係わ
らない機械を主体とした排水処理施設等をいい、キュービクル式受変電設備、
建築設備以外の動力設備、ガス設備、給・排水設備等の配管、配線及び機器
類を含む。

生 産 設 備 当該設備が製品等の製造に直接・間接的に係わっているもの又は営業を行う
上で必要となる設備で次に例示するもの等をいう。ただし、建物として取扱
うことが相当と認められるものを除く。
Ａ 製品等の製造、育生、養殖等に直接係わるもの

園芸用フレーム、わさび畑、養殖池(場)(ポンプ配水設備を含む｡)､牛、
豚、鶏その他の家畜の飼育又は調教施設等

Ｂ 営業を目的に設置されているもの又は営業上必要なもの
テニスコート、ゴルフ練習場等の施設（上家、ボール搬送機又はボール

洗い機等を含む。）、自動車練習場のコース、遊園地（公共的な公園及び
当該施設に附帯する駐車場を含む。）、釣り堀、貯木場等

Ｃ 製品等の製造、育生、養殖又は営業には直接的に係わらないが、間接的
に必要となるもの
工場等の貯水池、浄水池（調整池及び沈澱池を含む。）、駐車場、運動

場等の厚生施設等
Ｄ 上記ＡからＣまでに例示するもの以外で次に例示するもの

コンクリート等の煙突、給水塔、規模の大きな貯水槽又は浄水槽､鉄塔､
送電設備、飼料用サイロ、用水堰、橋、火の見櫓、規模の大きなむろ、炭
焼釜等

附帯工作物 建物及び他の工作物区分に属するもの以外のすべてのものをいい、主として
次に例示するものをいう。
門、囲障、コンクリート叩き、アスファルト舗装通路、敷石、敷地内排水設
備、給・排水設備、ガス設備、物干台(柱)、池等

庭 園 立竹木、庭石、灯籠、築山、池等によって造形されており、総合的美的景観
が形成されているものをいう。

墳 墓 墓地として都道府県知事の許可を受けた区域又はこれと同等と認めることが
相当な区域内に存する死体を埋葬し、又は焼骨を埋蔵する施設をいい、これ
に附随する工作物及び立竹木を含む。
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表３ 立竹木等区分

区 分 判 断 基 準

庭 木 等 まつ、かや、まき、つばき等の立木で、観賞上の価値又は防風、防雪そ
の他の効用を有する住宅、店舗、工場等の敷地に植栽されているもの（自
生木を含み、庭園及び墳墓を構成するものを除く。）をいい、次に掲げ
る種別により区分する。
Ａ 観 賞 樹

観賞上の価値を有すると認められる立木であって、高木（針葉樹、
広葉樹）、株物、玉物、生垣、特殊樹（観賞用竹を含む）をいう。
①高木 モミジ、ハナミズキなどのように主幹と側枝の区分が概ね明

らかで、樹高が大きくなるものをいう。
②株物 アジサイ、ナンテンなどのように、通常幹又は枝が根元から

分枝したもので、樹高が大きくならないものをいう。
③玉物 マメツゲ、ツツジなどのように枝葉が地上近くまで繁茂し、

全体として球状を呈し、樹高が大きくならないものをいう。
④生垣 宅地等の境界付近において直線的に密植したもので、囲障に

相当するものをいう。
⑤特殊樹 ①～④に該当するものを除く。

Ｂ 利 用 樹
防風、防雪その他の効用を目的として植栽されている立木で、主に

屋敷回りに生育するものをいう。
Ｃ 風 致 木

名所又は旧跡の風致保存を目的として植栽されている立木又は風致
を保たせるために植栽されている立木をいう。

Ｄ 地 被 類
観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、木本系及び草本系を

いう。
①木本系 ササ類など地上部が木質に近く株状に生育するものをい

い、自然発生のものを除く。
②草本系 リュウノヒゲなど地上部が草状の葉や茎となり、株状に生

育するもの及びシバザクラなど草状の低い地上部が地面を這
うように面状に生育するものをいい、自然発生のものを除く。

Ｅ 芝 類
観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、日本芝及び西洋芝を

いう。
①日本芝 高麗芝、野芝のように冬季は枯れて冬眠に入るが、根は越

冬し、暑さに強い芝類をいい、自然発生のものは除く。
②西洋芝 ケンタッキーブルーグラスのように冬季でも緑を保つが暑

さに弱い芝類をいい、自然発生のものを除く。
Ｆ ツ ル 性 類

観賞等を目的に植え付けられた多年生植物で、自ら直立することな
く地上を這い、あるいは他の物への巻き付きや吸着根により壁面、支
柱、棚の登坂又は下垂する茎を持つもの（木質化するものを除く。）
をいい、自然発生のものを除く。

Ｇ そ の 他
観賞等を目的として植え付けられた、上記の区分に属するもの以外

の多年生植物をいい、自然発生のものを除く。

用 材 林 ひのき、すぎ等の立木で用材とすることを目的としているもの又は用材
の効用を有していると認められるものをいう。

薪 炭 林 なら、くぬぎ等の立木で薪、炭等とすることを目的としているもの又は
これらの効用を有していると認められるものをいう。

収 穫 樹 Ａ 果樹
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りんご、みかん等の立木で果実等の収穫を目的としているものをいい、
栽培方法の差異による区分は次のとおり。
①園栽培 一団の区画内（果樹園等）において、集約的かつ計画的に肥

培管理を行って栽培しているものをいう。
②散在樹 園栽培以外の収穫樹、例えば宅地内或いは田・畑の畦畔、原

野及び林地等に散在するものをいう。
Ｂ 特用樹
茶、桑、こうぞ等のように、枝葉、樹皮の利用を目的とする樹木をい

い園栽培と散在樹の区分は、果樹の例による。

竹 林 孟宗竹、真竹等で竹材又は筍の収穫を目的としている竹林をいう。

苗木（植木畑）営業用樹木で育苗管理している植木畑の苗木をいう。

その他の立木 上記の区分に属する立木以外の立木をいう。

立毛（農作物）水稲、陸稲、麦類、いも類、豆類、野菜、工芸作物及びその他の農作物
をいう。
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